
賃料滞納者への対応（新規貸付の制限）イメージ（事業規程R080401改正）
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４年⽬以降
11月末に引き落とせない場合は、さらに1年延長

滞納額が１００万円を超え、滞納した年
の１２⽉末⽇までに完済できない者に対
しては、公認会計⼠等による経営診断を
勧める。
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